
応募要件の見直しについて 

 

≪第５回募集までの要件≫（募集要項第３(1)） 

 底地を購入した事業者が工場等を建設し所有 

（底地及び工場等の所有者と工場等において事業を行う者が同一） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪今回追加する要件≫（募集要項第３(2)） 

 第５回募集までの要件に加えて， 

 

①底地を取得した事業者（下図：Ａ社）が底地を他の事業者（下図：Ｂ社）に賃貸し，

当該他の事業者が工場等を建設し所有 

 ②底地を取得した事業者（下図：Ａ社）が工場等を建設し，底地及び工場等を他の

事業者（下図：Ｂ社）に賃貸 

（底地（又は工場等）の所有者（下図：Ａ社）と工場等において事業を行う者（下図：

Ｂ社）が別の事業者） 

 

 する場合を追加 

（ただし，申込の時点で工場等において事業を行う者（下図：Ｂ社）が確定している

場合に限る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

工場等 

底地 

Ａ社所有 

工場等 

底地 Ａ社所有＆Ｂ社賃貸 

①Ｂ社所有 
or 

②Ａ者所有＆Ｂ社賃貸 


